
 

 

 

 

 

「成人式」の名称変更について 

 

 

１．背  景   令和 4年 4月 1日より、成年年齢を 20歳から 18歳に引き下げること等を内 

容とする民法の一部を改正する法律が施行され、成年の定義が変わったことか 

ら、従来の「成人式」から新たな名称変更への検討を行ってまいりました。 

名取市では、今後も 20歳を対象として一定の礼式による厳粛な行事として式

典を開催することとし、「成人式」の名称を「名取市二十歳を祝う会」に変更し

ます。 

２．期  日   令和５年 1月８日（日） ※時間、内容詳細は今後検討します。 

３．主  催   名取市 

４．主  管   名取市教育委員会 

５．会  場   名取市文化会館 大ホール （名取市増田字柳田 520番地） 
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